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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等

の一部を改正する法律の概要改正の趣旨

改正の概要

＜Ⅰ．医師の働き方改革＞

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等 （医療法） 【令和６年４月１日に向け段階的に施行】

医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始（令和６年４月１日）に向け、次の措置を講じる。

・ 勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成

・ 地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度の創設

・ 当該医療機関における健康確保措置（面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等）の実施 等

＜Ⅱ．各医療関係職種の専門性の活用＞

１．医療関係職種の業務範囲の見直し （診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法、救急救命士法） 【令和３年10月１日施行】

タスクシフト/シェアを推進し、医師の負担を軽減しつつ、医療関係職種がより専門性を活かせるよう、各職種の業務範囲の拡大等を行う。

２．医師養成課程の見直し （医師法、歯科医師法） 【①は令和７年４月１日／②は令和５年４月１日施行等】 ※歯科医師も同様の措置

①共用試験合格を医師国家試験の受験資格要件とし、②同試験に合格した医学生が臨床実習として医業を行うことができる旨を明確化。

＜Ⅲ．地域の実情に応じた医療提供体制の確保＞

１．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付け （医療法）【令和６年４月１日施行】

医療計画の記載事項に新興感染症等への対応に関する事項を追加する。

２．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律）【公布日施行】

令和２年度に創設した「病床機能再編支援事業」を地域医療介護総合確保基金に位置付け、当該事業については国が全額を負担する

こととするほか、再編を行う医療機関に対する税制優遇措置を講じる。

３．外来医療の機能の明確化・連携 （医療法） 【令和４年４月１日施行】

医療機関に対し、医療資源を重点的に活用する外来等について報告を求める外来機能報告制度の創設等を行う。

＜Ⅳ．その他＞ 持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長 【公布日施行】

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、医師の働き方改革、各医療関係職種の専門性の活用、地域

の実情に応じた医療提供体制の確保を進めるため、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置等の整備や地域医療構

想の実現に向けた医療機関の取組に対する支援の強化等の措置を講ずる。
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医療施設の最適配置の推進
（地域医療構想・外来機能の明確化）

■これまでの我が国の医療は医師の⻑時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手
の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想される。

■こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本⼈にとってはもとより、患者・国⺠に対して提供される
医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。

■地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関
における医師の働き方改革に取り組む必要がある。

医師の働き方改革

【業務が医師に集中】

【労務管理が不十分】

⻑時間労働を⽣む構造的な問題への取組 医療機関内での医師の働き方改革の推進

時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4〜）

地域医療等の確保
医療機関が医師の労働時間

短縮計画の案を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が
計画に基づく取組を実施

地域間・診療科間の医師偏在の是正

国⺠の理解と協⼒に基づく適切な受診の推進

適切な労務管理の推進

タスクシフト/シェアの推進
（業務範囲の拡大・明確化）

特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は⻑時間の傾向が強い

病院常勤勤務医の約４割が年960時間超、
約１割が年1,860時間超の時間外・休日労働

【医師の⻑時間労働】

＜行政による支援＞

・医療勤務環境改善支援センター
を通じた支援

・経営層の意識改革（講習会等）

・医師への周知啓発 等

医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導 休息時間の確保

Ａ （一般労働者と同程度） 960時間

義務

努力義務

連携Ｂ（医師を派遣する病院） 1,860時間
※2035年度末
を目標に終了

義務
Ｂ （救急医療等）

C-1 （臨床・専門研修）
1,860時間

C-2 （高度技能の修得研修）

患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当

36協定が未締結や、客観的な時間管理
が行われていない医療機関も存在

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする

医師の健康確保

面接指導
健康状態を医師がチェック

休息時間の確保
連続勤務時間制限と

勤務間インターバル規制
（または代償休息）

質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

労務管理の徹底、労働時間の短縮
により医師の健康を確保する

現状 目指す姿

対策

一部、法改正で対応

法改正で対応
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医師の時間外労働規制について

Ｃ-２

月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置

将来に向けて
縮減方向

2024年４月～

年960時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

年1,860時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

（原則）
１か月45時間
１年360時間

※この（原則）については医師も同様。

（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間
（休日労働含む）
・月100時間未満
（休日労働含む）
年間６か月まで

Ａ：診療従事勤務
医に2024年度以降
適用される水準

※実際に定める３６協定
の上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。

連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル９時間
の確保・
代償休息
のセット
（義務）

連続勤務時間
制限28時間・
勤務間イン

ターバル９時
間の確保・代
償休息のセッ
ト（義務）

※臨床研修医に
ついては連続勤
務時間制限を強
化して徹底

Ａ

将来
（暫定特例水準の解消（＝
2035年度末を目標）後）

一般則

※実際に定める３
６協定の上限時間
数が一般則を超え
ない場合を除く。

連続勤務時
間制限28時
間・勤務間
インターバ
ル９時間の
確保・代償
休息のセッ
ト（義務）

連続勤務時間制限28時
間・勤務間インターバ
ル９時間の確保・代償
休息のセット（努力義
務）

連続勤務時間制
限28時間・勤務
間インターバル
９時間の確保・
代償休息のセッ
ト（努力義務）

【
追
加
的
健
康
確
保
措
置
】

【
時
間
外
労
働
の
上
限
】

年1,860時間／月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向

集
中
的
技
能
向
上
水
準

(

医
療
機
関
を
指
定)

Ｃ-１ Ｃ-２
Ｃ-１：臨床研修医・専攻医が、研修

プログラムに沿って基礎的な技能や

能力を修得する際に適用

※本人がプログラムを選択

Ｃ-２：医籍登録後の臨床従事６年目

以降の者が、高度技能の育成が公益

上必要な分野について、指定された

医療機関で診療に従事する際に適用

※本人の発意により計画を作成し、

医療機関が審査組織に承認申請

Ｃ-１Ｃ-２

年960時間／
月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む

※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的措置を講ずる。

地
域
医
療
確
保
暫
定
特

例
水
準

(

医
療
機
関
を
指
定)

連携Ｂ Ｂ

※連携Ｂの場合は、個々の医療機関における時間外・休日労働の上限は年960時間以下。
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4

各水準の指定と適用を受ける医師について

医療機関

Ａ水準の業務に
従事する医師

Ｂ水準の業務に
従事し、⻑時間労働が

必要となる医師

⻑時間、集中的に経験を
積む必要のある研修医・専攻医

特定の高度な技能の修得
のため集中的に⻑時間
修練する必要のある医師

医療機関に
必要な指定

医師に適用される水準

36協定で定めること
ができる時間*

実際に働くことが
できる時間*（通算）

− 960以下 960以下

連携B 960以下 1,860以下

B 1,860以下 1,860以下

Ｃ-１
1,860以下 1,860以下

Ｃ-２ 1,860以下 1,860以下

地域医療確保のために
派遣され､通算で⻑時間
労働が必要となる医師

Ａ水準以外の各水準は、指定を受けた医療機関に所属する全ての医師に適用されるのではなく、
指定される事由となった業務やプログラム等に従事する医師にのみ適用される。所属する医師に異なる
水準を適用させるためには、医療機関はそれぞれの水準についての指定を受ける必要がある。

*年の時間外・休日労働時間数（簡明さを優先し、詳細は省略）

臨床研修医には
より強い健康確保措置

△△科 ××科 ○○科

臨床研修

専門研修

夜間･休日･時間外
対応が頻繁に
発生する業務

※

※特定の高度な技能の修得のための業務
この医療機関の例の場合、

連携Ｂ､Ｂ､Ｃ-１ ､Ｃ-２の４つの指定が必要となる。
（それぞれの指定要件は大部分が共通） 4



※開始年限は、臨床研修部会等において検討

都道府県による特例⽔準対象医療機関の指定
（医療機関からの申請）

地域医療への影響等を踏まえた都道府県の判断

2024年４月に向けたスケジュール

※審査組織における審査に関する規定は2022年4⽉施⾏

※第三者評価に関する規定は2022年4⽉施⾏

※特例⽔準は、指定の対象となった業務に
従事する医師に適用される。

医師についての時間外労働の上限規制
の適⽤開始（改正労働基準法の施⾏）

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

 時短計画に基づく取組み
 特例⽔準適⽤者への追加的

健康確保措置
 定期的な時短計画の⾒直し、

評価受審

時間外・休日労働が年960時間以下
の医師のみの医療機関は都道府県の
指定不要

特例⽔準の指定を受けた
医療機関

労務管理の⼀層の適正化・タスクシフト／シェアの推進の取組み労務管理の⼀層の適正化・タスクシフト／シェアの推進の取組み

連携Ｂ水準 Ｂ水準

Ｃ-１水準 Ｃ-２水準

※⼀医療機関は⼀つ⼜は複数の⽔準の指定

時短計画案の作成

都道府県の指定を受けようとする場合は、第三者評価を受審する前までに作成

※時間外・休日労働が年960時間を超えている医師がいる医療機関は、時短計画を作成し取り組むよう
努め、その時短計画に基づく取組（PDCA）に対して都道府県が支援

医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価

労働時間実績や時短の取組状況を評価

臨床研修・専⾨研修プログラムにおける時間外労働時間数の明⽰
Ｃ-１水準

※都道府県の指定に関する事前
準備規定は2022年4⽉施⾏

審査組織による医療機関の個別審査
特定の⾼度な技能の教育研修環境を審査

連携Ｂ水準

B水準

Ｃ-１水準

Ｃ-２水準

Ｃ-２水準
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別紙１
Ｃ-１水準の指定のフロー

各医療機関は実態に基づく各プログラムにおける時
間外労働時間の上限を設定し、それがＡ水準を超え

る場合、都道府県に申請

医学生は、時間外労働の上限を確認の上、プログラム
を選択し、応募

各医療機関が既存の臨床研修プログラムにおける勤務
時間の実態を把握

マッチング協議会に登録、募集開始

国家試験合格後、入職時に雇用契約を締結

［臨床研修プログラム］ ［専門研修プログラム］

都道府県の指定ののち３６協定の締結・改正

各学会および日本専門医機構審査後に、各都道府県の
地域医療対策協議会で議論、その後都道府県が指定

専攻医希望医師は、各プログラム・カリキュラムの時
間外労働の上限を確認の上、応募

各医療機関が既存の専門研修プログラム・カリキュラ
ムにおける勤務時間の実態を把握

日本専門医機構による専攻医募集開始

入職時に雇用契約を締結

都道府県の指定ののち３６協定の締結・改正

Ｃ-１水準の

対象医療機関の指定

Ｃ-１水準の

適用医師の特定

指定申請時にはプログラム
全体及び各医療機関の時間
外労働時間の上限を明示

各医療機関は募集する各専門プログラム・カリキュ
ラムにおける時間外労働時間の上限を設定し、それ

がＡ水準を超える場合、各学会に申請

各都道府県の地域医療対策協議会で議論、その後都道
府県が指定
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Ｃ-１水準対象医療機関の指定

7

基幹型臨床研修病院／専門研修基幹施設 協力型臨床研修病院／専門研修連携施設 カリキュラム制における専門研修施設

時間外・休日労働の実態※ A水準 A水準超え A水準 A水準超え A水準 A水準超え

時間外・休日労働時間数の
上限の設定及び明示

研修期間中及びプログラム全体の時間外・
休日労働時間数の上限を設定して明示する

研修期間中の時間外・休日労働時間数の
上限を設定して明示するとともに、基幹
型臨床研修病院／基幹施設に報告する

研修期間中の時間外・休日労働時間数の
上限を設定して明示する

時間外・休日労働時間数
の管理及び実績の明示

研修期間中及びプログラム全体の時間外・
休日労働時間数を管理し、実績を明示する

研修期間中の時間外・休日労働時間数を
管理し、実績を明示するとともに、基幹
型臨床研修病院／基幹施設に報告する

研修期間中の時間外・休日労働時間数を
管理し、実績を明示する

Ｃ-１水準の指定 - ○ - ○ - ○

Ｃ-１水準の指定の申請

○
※協力型臨床研修
病院／連携施設の
申請について申請
に係る事務を代行
する場合のみ

○
※協力型臨床研修
病院／連携施設の
申請について申請
に係る事務を代行
することも可能

-

○
※基幹型臨床研修
病院／基幹施設が
申請に係る事務を
代行することも可
能

- ○

追加的健康確保措置 A水準に準ずる B水準に準ずる A水準に準ずる B水準に準ずる A水準に準ずる B水準に準ずる

医師労働時間短縮計画の
作成

- ○ - ○ - ○

都道府県への上記計画の
提出

Ｃ-１水準の指定の申請に準ずる

評価機能による評価
の受審

- ○ -

○

※基幹型臨床研修
病院／基幹施設が
訪問評価を受ける
場合であって、当
該医療機関におけ
る研修期間が１年
未満の場合には書
面評価でも可能

- ○

※当該医療機関における研修期間中の労働時間を年単位に換算した場合に、時間外・休日労働が年960時間以下の場合はA水準、年960時間を超える場合はA水
準超えとする。

○：必要となる項目



○ Ｃ-１水準は、医師の働き方改革に関する検討会において、

『臨床研修医・専門研修中の医師が一定の知識・手技を身につけるために必要な診療経験を得る期間が長期化し、学習・研
鑽に積極的な医師の意欲に応えられない上、医師養成の遅れにつながるおそれ（中略）があり、ひいては医療の質及び医療
提供体制への影響が懸念される』（検討会報告書より引用）

ことから、こうした業務に従事する医師に適用する時間外・休日労働の上限時間の水準として設けることとしたものである。

○ 具体的には、

『初期研修医及び原則として日本専門医機構の定める専門研修プログラム／カリキュラムに参加する後期研修医であって、
予め作成された研修計画に沿って、一定期間集中的に数多くの診療を行い、様々な症例を経験することが医師（又は専門
医）としての基礎的な技能や能力の修得に必要不可欠である場合』（同）

に、医療機関は、全ての臨床研修病院ごとの臨床研修プログラムにおいて適正な労務管理と研修の効率化を前提として、各
研修における時間外労働の想定最大時間数（直近の実績）を明示することとし、当該時間数がＡ水準を超える医療機関につ
いて、都道府県が指定を行う。指定に伴い、当該医療機関に追加的健康確保措置が義務付けられるとともに、対象業務（臨
床研修に係る業務）について３６協定を締結できることとなるが、Ｃ-１水準の適用が医師本人の発意に基づき行われることを
制度・運用上で担保するため、臨床研修プログラム内に記載された時間外労働の実態を踏まえて、医師が各医療機関に応募
し、採用（雇用契約開始）後、臨床研修医に３６協定が適用されることとしている。

○ さらには、医師の働き方改革の推進に関する検討会において、

『各医療機関は、当該医療機関における研修期間中の労働時間を年単位に換算した場合に、時間外・休日労働が年960時
間を超える場合にはＣ-１水準の対象医療機関としての指定を必要とし、年960時間を超えない場合にはＣ-１水準の対象医療
機関としての指定は不要』（検討会中間とりまとめより引用）

としている。

医師の働き方改革関連の検討会におけるＣ-１水準の議論のまとめ

① 臨床研修プログラムにおける想定労働時間の具体的な記載方法

② Ｃ-１水準の対象となる臨床研修プログラムにおける想定労働時間の明示を開始する年度

Ｃ-１水準の臨床研修医への対応について臨床研修部会において検討が必要な事項

8

医師の時間外労働上限規制におけるＣ-１水準の臨床研修医への対応について



○ 臨床研修においては、複数医療機関にまたがるプログラムが多数存在することから、各施設における時間外・休日労働時間
数の上限の設定及び明示方法についての具体的な記載方法について検討する必要がある。

検討が必要な事項

○ 基幹型臨床研修病院のＣ-１水準の要否に係わらず、臨床研修プログラム内に、時間外・休日労働の想定上限時間数（年単

位換算）及び過去の時間外・休日労働時間の実績（年単位換算）を、基幹型臨床研修病院と協力型臨床研修病院ごとに、一

覧表にして明示していただくのはどうか。（次頁以降参照）

複数医療機関にまたがる臨床研修プログラムにおける想定労働時間の記載方法（案）

9

① 臨床研修プログラムにおける想定労働時間の具体的な記載方法
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複数医療機関にまたがる臨床研修プログラムにおける想定労働時間の記載方法（案）

Ｘ
病
院
○
○
臨
床
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

病院名
（基幹・協力）

所在地
（都道府県）

時間外・休日労働
（年単位換算）

想定上限時間数

おおよその
当直・日直回数

＊宿日直許可が取れてい
る場合はその旨記載

参考

時間外・休日労働（年単位換算）
前年度実績

Ｘ病院（基幹） 東京都 1600時間
月１・２回
宿日直許可なし

約1700時間
対象となる臨床研修医 35名

（2021年度）

イ病院（協力） 東京都 900時間
月１～３回
宿日直許可あり

約860時間
対象となる臨床研修医 ５名

うち１名は３ヶ月の研修休止あり
（2021年度）

ロ病院（協力） 東京都 1500時間
夜間の勤務が週１回（救
急科研修を目的としてい
るため）

約1580時間
対象となる臨床研修医 ２名

（2021年度）

ハ病院（協力） 山口県 100時間
臨床研修医の当直・日直
なし

臨床研修医の受入がないため
実績値なし

ニ病院（協力） 富山県 1600時間
月１回
○○科と△△科のみ宿日
直許可あり

約1800時間
対象となる臨床研修医 ２名

（2021年度）

例：X病院を基幹型臨床研修病院としたＸ病院○○臨床研修プログラムの場合

※医師の働き方改革の推進に関する検討会において、毎年の研修医募集において、研修プログラム内の他の医療機関での労働時間も含め、
募集前年度実績と想定時間外・休日労働時間数、当直・日直のおおよその回数と宿日直許可の有無を記載することとしている。
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（参考）臨床研修プログラムのＣ-１水準の指定の要否と詳細

Ｘ
病
院
○
○
臨
床
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

病院名
（基幹・協力）

所在地
（都道府県）

時間外・休日労働
（年単位換算）
想定上限時間数

おおよその
当直・日直回数

＊宿日直許可が取れてい
る場合はその旨記載

Ｃ-１水準の指定の要否と
詳細

Ｘ病院（基幹） 東京都 1600時間
月１・２回
宿日直許可なし

→

必要（Ｘ病院がＸ病院○○臨
床研修プログラムを東京都に
申請）

イ病院（協力） 東京都 900時間
月１～３回
宿日直許可あり

→ 不要

ロ病院（協力） 東京都 1500時間
夜間の勤務が週１回（救
急科研修を目的としてい
るため）

→

必要（ロ病院がＸ病院○○臨
床研修プログラムを東京都に
申請）

ハ病院（協力） 山口県 100時間
臨床研修医の当直・日直
なし

→ 不要

ニ病院（協力） 富山県 1600時間
月１回
○○科と△△科のみ宿
日直許可あり

→

必要（ニ病院がＸ病院○○臨
床研修プログラムを富山県に
申請）

※医師の働き方改革の推進に関する検討会において、基幹型臨床研修病院は、協力型臨床研修病院（他都道府県に所在する場合を含
む。）が行うＣ-１水準の対象医療機関の指定の申請に係る事務について、申請書類を取りまとめて都道府県に提出する等、代行するこ
とができることとしている。

例：X病院を基幹型臨床研修病院としたＸ病院○○臨床研修プログラムの場合



○ 制度の円滑な運用を担保するために、医師の時間外労働の上限規制が適用される2024年度の時点で、２年次臨床研修医

として研修を行う予定となる2022年度募集（2023年度開始）の臨床研修プログラム内には、想定労働時間を明示を行うことが

望ましいが、各臨床研修病院における臨床研修医の労働時間数の把握や、プログラム内でのとりまとめ等にかかる負担を踏

まえる必要がある。

検討が必要な事項

○ 各臨床研修病院における準備負担を踏まえ、遅くとも、１年次から医師の時間外労働の上限規制が適用されることとなる

2023年度募集（2024年度開始）の臨床研修プログラム内には、想定労働時間の明示を行うこととしてはどうか。

Ｃ-１水準の対象となる臨床研修プログラムにおける想定労働時間の明示を開始する年度（案）

12

② Ｃ-１水準の対象となる臨床研修プログラムにおける想定労働時間の明示を開始する年度



参 考



医師労働時間短縮計画（ひな型）



（作成例②）医師労働時間短縮計画の案※令和６年度に向け指定申請する場合





連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制・代償休息等について

（１） 勤務間インターバルを次の２種類の方法により確保する。

①始業から24時間以内に９時間の連続した休息時間を確保

を基本とし、

②始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保（宿日直許可のない宿日直に従事させる場合）

＊ 宿日直許可のある宿日直に連続して９時間以上従事する場合は、９時間の連続した休息時間が確保されたものとみなす。

（２） 代償休息を付与することを前提として勤務シフト等を組むことは、原則として認められない。

＊ 個人が連続して15時間を超える対応が必要な業務が予定されている場合は、代償休息の付与を前提とした運用を認める。ただし、当

該業務の終了後すぐに代償休息を付与すること。

代償休息の基本ルール

勤務シフト等を組むに当たっての基本ルール

（３） 予定された９時間又は18時間の連続した休息時間中にやむを得ない理由により発生した労働に従事した場

合は、当該労働時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する。（翌月末までに付与する。）

＊ 宿日直許可のある宿日直に連続して９時間以上従事する場合に、当該連続した９時間の間に通常の勤務時間と同態様の労働が発
生し十分な睡眠が確保できなかった場合は、管理者は、当該労働時間に相当する時間の休息を事後的に付与する配慮義務を負う。

※義務対象はＢ・連携Ｂ・Ｃ水準の適用となる医師。Ａ水準の適用となる医師については努力義務。

※Ｃ-１水準が適用される臨床研修医については次頁参照。



連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制・代償休息等について（Ｃ-１水準が適⽤される臨床研修医）

（１） 勤務間インターバルを次の２種類の方法により確保する。

①始業から24時間以内に９時間の連続した休息時間を確保

を原則とし、

②始業から48時間以内に24時間の連続した休息時間を確保
（臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた24時間の連続勤務時間とする必要がある場合）

＊ 宿日直許可のある宿日直に連続して９時間以上従事する場合は、９時間の連続した休息時間が確保されたものとみなす。

代償休息の基本ルール

勤務シフト等を組むに当たっての基本ルール

（２） 代償休息の必要がないように勤務間インターバルの確保を徹底することを原則とする。

＊ ただし、以下を要件として代償休息の付与を認める。

①臨床研修における必要性から、オンコール又は宿日直許可のある宿日直への従事が必要な場合に限る。

②臨床研修医の募集時に代償休息を付与する形式での研修を実施する旨を明示する。

③代償休息を付与する期限は、以下のとおりとする。

・「当該診療科の研修期間の末日」又は「翌月末」までのいずれか早い日までの間に付与する。

・ 「翌月末」より前に「当該診療科の研修期間の末日」を迎える場合は、 「当該診療科の研修期間の末日」までに代償休息を付与する

ことが困難である場合に限り、「翌月末」までに付与するものとする。


